
民生委員児童委員名簿
任期：令和４年12月１日～令和７年11月30日（３年間）

住　所 氏　　名 電話番号 担　　当　　地　　区
東　町 大石多惠子 32-3219 恵みヶ丘自治会

北　町 坂本　明美 32-4262 大通自治会

西　町 三木　信子 32-4178 西町自治会

西　町 川村　敦子 32-3505 仲町自治会

三　笠 大場　栄子 32-4411 若草自治会（１～９班）

三　笠 星　　良子 32-2408 若草自治会（10～15班）

三　笠 森田　晴章 32-3031 かたくり自治会

三　笠 中澤　弘子 32-2837 かたくり自治会

中　和 澁谷あかね 32-4057 中和自治会（旧塩狩・朝日・南丘・中和１～３）三笠南自治会（旧三笠２）

中　和 萬城目真由美 32-3944 中和自治会（旧中和５～６・川西）三笠南自治会（旧三笠３）

菊　野 大西　京子 32-3764 三和・菊野自治会

北　原 岡　　政之 32-3563 松岡・北原自治会

福　原 牧　　千秋 32-5007 西和福原自治会

大　成 脇澤　幸枝 32-3632 東山自治会

西　町 笠嶋　　覚 32-2231 全地域（主任児童委員）児童問題専任

北　原 佐藤　実紀 32-3562 全地域（主任児童委員）児童問題専任

～民生委員児童委員が改選されました～
《悩みごとなどをお気軽に相談してください》

　下記の方々に 12 月１日付で、民生委員児童委員として厚生労働大臣、北海道知事からの委嘱状伝

達と、本町の社会調査員の委嘱を行いました。今後３年間、地域における福祉の向上にご活躍いただ

きます。日常生活での問題など、町民の皆さんの立場に立ってご相談に応じます。秘密は堅く守られ

ますので、悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

※令和４年 11 月 30 日付で退任された民生委員児童委員

住　所 氏　　名 期　間 住　所 氏　　名 期　間
三　笠 本舘美智子 ４期　11年 中　和 大石もと子 ２期　６年

南　町 外山　秀男 ３期　９年 川　西 菊地美智子 １期　３年

西　町 山下　眞樹 ３期　９年

本町の地域福祉増進に、長きに渡りご尽力いただきました。

年 金 あ れ こ れ ～産前産後期間の国民年金免除制度について～

　産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第１号被保険者が

出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。

免除制度の内容
　産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も保険

料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

保険料が免除される期間
　・単胎の方：�出産予定日または出産日が属する月の前月か

ら 4カ月間

　・多胎の方：出産予定日または出産日が属する月の 3カ月前から 6カ月間

　※産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付（返金）されます。

届出しないと免除にはなりません
　出産予定日の 6ヵ月前から産後まで申請できます。

　手続きは、住民課お客さま窓口係または郵送でも手続きできますので、ぜひご利用ください。

■お問い合わせ：旭川年金事務所　TEL 0166-25-5606　または住民課お客さま窓口係　TEL 32-2500

保険料免除の仕組み
保険料負担

国民年金納付者

（全額納付）
納付 国庫負担分 保険料分

全額免除の場合 免除 国庫負担分 なし

産前産後期間の

免除制度
免除 国庫負担分 保険料分

年金受給額

広報わっさむ　令和４年12月号　梢16


